
 

無料化社会実験期間中の料金所通行方法のお願い 

 

無料化社会実験期間中も、従来どおりの方法（有料時と同じ方法）で料金所を通行してく

ださい。（下記の「料金所の通行方法」をご参照ください） 

  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注）社会実験として、効果把握や実験所要額の精算のため、正確な交通量データの収集が必要であり、

従来どおりの方法での通行をお願いするものです。 

 「二輪車（125cc 以下）」「自転車」「歩行者」は、従来どおり通行できません。 
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